
大阪府自転車通行空間１０か年整備計画（案）事業箇所図

※H31から7か年で整備する区間は協議状況により変更となる場合があります。
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：１０か年整備計画（H31～H37）

：１０か年整備計画（H28～H30：緊急3か年計画） ⇒約６２㎞

1.「自転車関連事故が多い区間（A）かつ自転車交通量が多い区間（B）」

や「自転車指導啓発重点地区および路線」

2.市町村の自転車ネットワーク計画に位置付けられた府管理道路［（A）or（B）］のうち、

以下に該当する区間

①通学路や自転車関連事故が発生している市町村と一体的に整備が図れる区間

（駅・学校などへのアクセス道路等）

②上記1または2－①によって挟まれた区間

⇒ 約６０㎞

⇒ 約７７㎞

※緊急3か年計画と合わせると約１２２㎞


